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法人会とは…
　法人会とは全国に440単位あり、おおむね半分の法人企
業が加入する「健全な納税者の団体」「良き経営者をめざ
すものの団体」であります。
　そのため会員の皆さんの「正しい税知識を身につけた
い」「積極的な経営をめざしたい」というご要望に応える、
経済および税制に関する「講演会」「研修会」「説明会」等
を経営者はもとより、実務担当者を対象に開催しております。
　また、会員企業の経営の安定を図ることと、経営者並び
に従業員の福利厚生制度充実のために保険受託会社と
提携して各種保険制度を設けております。

豊田法人会の紹介
　豊田法人会は、昭和26年4月岡崎法人会から独立して
挙母法人会となり、昭和34年1月に豊田法人会となりました。
　昭和51年5月には名古屋国税局から社団法人として許
可され、平成25年4月には愛知県知事から公益社団法人
として認定されました。
　豊田法人会は公益社団法人としての活動を柱として、
税のオピニオンリーダーに相応しい法人会をめざして邁進
してまいります。
　法人会活動が社会に広く貢献しながら、より一層充実し
活発化していくためには、さらに組織を拡充していく必要
がありますので、是非ご理解を賜りましてご入会下さいます
ようお願い申し上げます。

〒471－0034 
愛知県豊田市小坂本町１丁目25番地
（豊田商工会議所会館4F）
Tel : 0565－33－1314  Fax : 0565－33－6230

豊田法人会公益社団法人
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三重大会

令和2年度税制改正に関する提言(要約)
基本的な課題

Ⅰ. 税・財政改革のあり方
１. 財政健全化に向けて
 ○ 今後の税財政を考えるうえで重要な要素となるのは団
塊の世代の動向である。この世代の先頭が後期高齢
者入りするのは２０２２年であり、２０２５年度は団塊の
世代すべてが後期高齢者に達する年である。つまり、
政府のＰＢ（プライマリーバランス）黒字化目標年度
は遅すぎるわけで、本来なら団塊の世代の先頭が後
期高齢者入りする前に黒字化目標を設定すべきであ
る。

（１）今般の消費税率１０％への引き上げは、財政健全化と
社会保障の安定財源確保のために不可欠だった。税
率引き上げによる悪影響を緩和する等の環境整備は
必要だが、本年度に引き続き、来年度当初予算におい
ても臨時・特別の措置を講じることとしている。しか
し、それがバラマキ政策となってはならない。

（２）政府は、２０１６年度から１８年度の３年間を集中改革
期間と位置づけ、政策経費の増加額を１.６兆円（社会
保障費１.５兆円、その他０.１兆円）程度に抑制する目

安を達成した。２０１９年度から２１年度の基盤強化期
間についても、引き続き社会保障費の増加額を抑制
する目安を示し、改革に取り組む必要がある。

（３）財政健全化は国家的課題であり、歳出、歳入の一体的
改革によって進めることが重要である。歳入では安易
に税の自然増収を前提とすることなく、また歳出につ
いては聖域を設けずに分野別の具体的な削減の方策
と工程表を明示し、着実に改革を実行するよう求め
る。

（４）今般の消費税率引き上げに伴って本年１０月より軽減
税率制度が導入されるが、これによる減収分について
は安定的な恒久財源を確保するべきである。

（５）国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の急上昇など
金融資本市場に多大な影響を与え、成長を阻害する
ことが考えられる。政府・日銀には、市場の動向を踏ま
えた細心の政策運営を求めたい。

第36回 法人会全国大会

令和元年10月3日（木）
　令和元年度の法人会全国大会が、去る10月
3日（木）全国から関係者が多数出席するなか、
三重県のサオリーナで開催されました。
　第１部の記念講演では、演題「皇室と神宮」
で、伊勢神宮広報室広報課 音羽悟 氏による講
演が行われました。
　続いて第２部の式典では、全国法人会総連
合 小林栄三会長の挨拶、及びご来賓の皆様方
からご祝辞を頂戴しました。
　その後、「令和２年度税制改正に関する提
言」の趣旨説明等がありました。提言内容の要
約は以下のとおりです。
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２． 社会保障制度に対する基本的考え方 3． 行政改革の徹底
○　社会保障給付費の財源は公費と保険料である。適正
な「負担」と重点化・効率化による「給付」の抑制を可
能な限り実行しないと、持続可能な社会保障制度の
構築も財政の健全化も実現できない。とりわけ、医療
と介護の分野は給付の急増が見込まれており、ここ
に改革のメスをどう入れるかが重要になる。

○　超高齢化社会が急速に進展する今、社会保障は「自
助」「公助」「共助」の役割と範囲を改めて見直す必要
があるが、その際に重要なのは公平性の視点である。
たとえば医療保険の窓口負担や介護保険の利用者
負担などの本人負担については、高齢者においても
負担能力に応じることを原則とする必要がある。

（１）年金については、「マクロ経済スライドの厳格対応」、
「支給開始年齢の引き上げ」、「高所得高齢者の基礎
年金国庫負担相当分の年金給付削減」等、抜本的な
施策を実施する。

（２）医療は産業政策的に成長分野と位置付け、大胆な規
制改革を行う必要がある。給付の急増を抑制するた
めに診療報酬（本体）体系を見直すとともに、政府目標
であるジェネリックの普及率８０％以上も早期に達成
する。

（３）介護保険については、制度の持続性を高めるために
真に介護が必要な者とそうでない者とにメリハリをつ
け、給付及び負担のあり方を見直す。

（４）生活保護については、給付水準のあり方などを見直
すとともに、不正受給の防止などさらなる厳格な運用
が不可欠である。

（５）少子化対策では、現金給付より保育所や学童保育等
を整備するなどの現物給付に重点を置くべきであ
る。その際、企業も積極的に子育て支援に関与できる
よう、企業主導型保育事業のさらなる活用に向けて
検討する。

　 また、子ども・子育て支援等の取り組みを着実に推進
するためには安定財源を確保する必要がある。

（６）企業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害
しないような社会保障制度の確立が求められる。

○　今般の消費税率引き上げは国民に痛みを求めるもの
であり、その前提として「行革の徹底」が不可欠であっ
たことを想起せねばならない。地方を含めた政府・議
会が「まず隗より始めよ」の精神に基づき自ら身を削
るのである。

（１）国･地方における議員定数の大胆な削減と歳費の抑制。
　　　

（２）厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人員削減
と、能力を重視した賃金体系による人件費の抑制。

（３）特別会計と独立行政法人の無駄の削減。

（４）積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。

○　マイナンバー制度はすでに運用段階に入っているが、
依然としてマイナンバーカードの普及率が低いなど、
国民や事業者が正しく制度を理解しているとは言い
難い。政府は引き続き、制度の意義等の周知に努め、
その定着に向け本腰を入れて取り組んでいく必要が
ある。

4． 消費税引き上げに伴う対応措置

５． マイナンバー制度について

○　本年１０月から導入される軽減税率制度は事業者の
事務負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コス
トおよび税収確保などの観点から問題が多い。このた
め、かねてから税率１０％程度までは単一税率が望ま
しく、低所得者対策は「簡素な給付措置」の見直しで
対応するのが適当であることを指摘してきた。軽減税
率制度導入後は、国民や事業者への影響、低所得者
対策の効果等を検証し、問題があれば同制度の是非
を含めて見直しが必要である。

（１）現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置法」
の効果等を検証し、中小企業が適正に価格転嫁でき
るよう、さらに実効性の高い対策をとるべきである。

（２）消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより重
要な課題となる。消費税の制度、執行面においてさら
なる対策を講じる必要がある。

（３）システム改修や従業員教育など、事務負担が増大す
る中小企業に対して特段の配慮が求められる。

６． 今後の税制改革のあり方

令和2年度税制改正に関する提言(要約)
基本的な課題
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Ⅱ. 経済活性化と中小企業対策
１． 法人実効税率について
○　“先進国クラブ”と称されるＯＥＣＤ（経済協力開発機
構）加盟国の法人実効税率平均は２５％、アジア主要
１０カ国の平均は２２％となっている。米国もトランプ
税制改革で我が国水準以下に引き下げられた。

○　ＥＵ内では一部に引き下げ行き過ぎ論も出ているが、
我が国の水準が比較的高いという現実に変わりはな
い。国際競争力強化などの観点から、今般の法人実
効税率引き下げの効果等を確認しつつ、さらなる引
き下げも視野に入れる必要があろう。

２． 中小企業の活性化に資する
    税制措置
（１）中小法人に適用される軽減税率の特例１５％を本則

化すべきである。また、昭和５６年以来、８００万円以
下に据え置かれている軽減税率の適用所得金額を、
少なくとも１，６００万円程度に引き上げる。

（２）租税特別措置については、公平性・簡素化の観点か
ら、政策目的を達したものや適用件数の少ないもの
は廃止を含めて整理合理化を行う必要はあるが、中
小企業の技術革新など経済活性化に資する措置は、
以下のとおり制度を拡充したうえで本則化すべきで
ある。
　①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡
充したうえ、「中古設備」を含める。

　②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措
置については、損金算入額の上限（合計３００万円）
を撤廃し全額を損金算入とする。なお、それが直ち
に困難な場合は、令和２年３月末日までとなってい
る特例措置の適用期限を延長する。

（3）中小企業経営強化税制（中小企業等経営強化法）や、
中小企業が取得する償却資産に係る固定資産税の特
例（生産性向上特別措置法）等を適用するに当たって
は、手続きを簡素化するとともに、事業年度末（賦課
期日）が迫った申請や認定について弾力的に対処す
る。

３． 事業承継税制の拡充
○　我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済の
活性化や雇用の確保などに大きく貢献している。そ
の中小企業が相続税の負担等によって事業が承継で
きなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐことになる。
平成３０年度の税制改正では比較的大きな見直しが
行われたが、さらなる抜本的な対応が必要と考える。

（１）事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承
継税制の創設

    我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較すると
限定的な措置にとどまっており、欧州並みの本格的な
事業承継税制が必要である。とくに、事業に資する相
続については、事業従事を条件として他の一般財産
と切り離し、非上場株式を含めて事業用資産への課
税を軽減あるいは免除する制度の創設が求められ
る。

（２）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
　　平成３０年度税制改正では、中小企業の代替わりを促
進するため、１０年間の特例措置として同制度の拡充
が行われたことは評価できるが、事業承継がより円滑
に実施できるよう以下の措置を求める。
　①猶予制度ではなく免除制度に改めるとともに、平成
２９年以前の制度適用者に対しても適用要件を緩
和するなど配慮すべきである。

　②国は円滑な事業承継が図られるよう、経営者に向け
た制度周知に努める必要がある。なお、特例制度を
適用するためには、令和５年３月末日までに「特例承
継計画」を提出する必要があるが、この制度を踏ま
えてこれから事業承継の検討（後継者の選任等）を
始める企業にとっては時間的な余裕がないこと等
が懸念される。このため、計画書の提出期限につい
て配慮すべきである。
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○　東日本大震災からの復興に向けて復興期間の後期で
ある「復興・創生期間（平成２８年度～令和２年度）」も
４年目に入っているが、被災地の復興、産業の再生は
いまだ道半ばである。今後の復興事業に当たっては
これまでの効果を十分に検証し、予算を適正かつ迅
速に執行するとともに、原発事故への対応を含めて
引き続き、適切な支援を行う必要がある。また、被災
地における企業の定着、雇用確保を図る観点などか
ら、実効性のある措置を講じるよう求める。

○　近年、熊本地震をはじめ地震や台風などによる大規
模な自然災害が相次いで発生しているが、東日本大
震災の対応などを踏まえ、適切な支援と実効性のあ
る措置を講じ、被災地の確実な復旧・復興等に向けて
取り組まねばならない。

○　近年、自然災害により甚大な被害が発生していること
を踏まえ、震災特例法と同じく、災害等に係る雑損失
の繰越控除期間を５年（現行３年）に延長すること。

Ⅳ． 震災復興等

Ⅴ． その他
１． 納税環境の整備

２． 租税教育の充実

（５）地方議会は、議会のあり方を見直し、大胆にスリム化
するとともに、より納税者の視点に立って行政に対す
るチェック機能を果たすべきである。また、高すぎる
議員報酬の一層の削減と政務活動費の適正化を求
める。行政委員会委員の報酬についても日当制を広
く導入するなど見直すべきである。

○　国と地方の役割分担を見直し、財政や行政の効率化
を図る地方分権化は地方活性化の上でも重要であ
る。その際には地方の自立・自助の理念が不可欠であ
る。地方創生戦略を推進するうえでもこの理念は極
めて重要になろう。

○　「ふるさと納税制度」の返礼品アピール競争をみて
いると、あまりに安易で地方活性化に正面から取り組
もうとしているのか疑問を呈さざるを得ない。住民税
は本来、居住自治体の会費であり、他の自治体に納税
することは地方税の原則にそぐわないとの指摘もあ
る。納税先を納税者の出身自治体に限定するなど、さ
らなる見直しが必要である。

○　地方交付税制度は国が地方の不足財源を手厚く保障
する機能を有しており、それが地方の財政規律を歪め
ているとして改革が求められてきた。地方は国に頼る
だけでなく、自らの責任で行財政改革を進め地方活
性化策を企画・立案し実行していかねばならない。

（１）地方創生では、さらなる税制上の施策による本社機能
移転の促進、地元の特性に根差した技術の活用、地元
大学との連携などによる技術集積づくりや人材育成
等、実効性のある改革を大胆に行う必要がある。また、
中小企業の事業承継の問題は地方創生戦略との関係
からも重要であり、集中的に取り組む必要がある。

（２）広域行政による効率化について検討すべきである。
基礎自治体（人口３０万人程度）の拡充を図るため、さ
らなる市町村合併を推進し、合併メリットを追求する
必要がある。

（３）国に比べて身近で小規模な事業が多い地方の行財
政改革には､「事業仕分け」のような民間のチェック機
能を活かした手法が有効であり、各自治体で広く導入
すべきである。

（４）地方公務員給与は近年、国家公務員給与と比べたラ
スパイレス指数（全国平均ベース）が改善せずに高止
まりしており、適正な水準に是正する必要がある。そ
のためには国家公務員に準拠するだけでなく、地域
の民間企業の実態に準拠した給与体系に見直すこと
が重要である。

令和2年度税制改正に関する提言(要約)
基本的な課題

Ⅲ. 地方のあり方



5

▶法人税関係
１．役員給与の損金算入の拡充
（１）役員給与は原則損金算入とすべき
（２）同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき
２．交際費課税の適用期限延長
３．公益法人課税

▶所得税関係
１．所得税のあり方
（１）基幹税としての財源調達機能の回復
　　　基幹税としての財源調達機能を回復するために

も、所得税は国民が能力に応じて適正に負担す
べきである。

（２）各種控除制度の見直し
　　　各種控除は、社会構造変化に対応して合理的な

ものに見直す必要がある。とくに、人的控除に
ついては累次の改正の影響を見極めながら、適
正化を図るべきである。

（３) 個人住民税の均等割
　　　地方税である個人住民税の均等割についても、

応益負担原則の観点から適正水準とすべきであ
る。

２．少子化対策

▶相続税・贈与税関係
１．相続税の負担率はすでに先進主要国並みである

ことから、これ以上の課税化は行うべきでは
ない。

２．贈与税は経済の活性化に資するよう見直すべき
である。

（１）贈与税の基礎控除を引き上げる。
（２）相続時精算課税制度の特別控除額（２,５００万

円）を引き上げる。

▶地方税関係
１．固定資産税の抜本的見直し
（１）商業地等の宅地を評価するに当たっては、より

収益性を考慮した評価に見直す。
（２）家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見

直す。
（３）償却資産については、納税者の事務負担軽減の

観点から、「少額資産」の範囲を国税の中小企
業の少額減価償却資産（３０万円）にまで拡大
するとともに、賦課期日を各法人の事業年度末
とすること。また、将来的には廃止も検討すべ
きである。

（４）固定資産税の免税点については、平成３年以降
改定がなく据え置かれているため、大幅に引き
上げる。

（５）国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的
に応じて土地の評価を行っているが、行政の効
率化の観点から評価体制は一元化すべきであ
る。

２．事業所税の廃止
事業所税は固定資産税と二重課税的な性格を有す
ることから廃止すべきである。

３．超過課税
住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を課
税対象としているうえ、長期間にわたって課税を
実施している自治体も多い。課税の公平を欠く安
易な課税は行うべきでない。

４．法定外目的税
法定外目的税は、税の公平性・中立性に反するこ
とのないよう配慮するとともに、税収確保のため
に法人企業に対して安易な課税は行うべきではな
い。

▶その他
１．配当に対する二重課税の見直し
２．電子申告

税目別の具体的課題

豊田市長

太田　稔彦 氏

みよし市長

小野田賢治 氏

豊田市議会議長
杉浦　弘髙 氏

みよし市議会議長

藤川　仁司 氏

令和2年度 
税制改正に関する提言提 手交言

衆議院議員

古本伸一郎 氏

衆議院議員

八木　哲也 氏

令和2年度税制改正に関する提言を当会、岩瀬次郎税制委員長が次の方々に手交しました。

※手交の様子（写真）は次号掲載予定です。
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現在、西三河3市（岡崎市、豊田市、みよし市）では、中小企業を対象にした省エネ支援事業（エネルギー管理士、
中小企業診断士の無料派遣など）を実施し、省エネや経営等に関わる支援を行っています。
今回のセミナーでは、省エネ相談事業や省エネの意義、実際の省エネ事例等をご紹介します。

第3部  講演／省エネ機器導入の「補助金」を取るには？

2019年12月2日（月）15：00～16：30

お申込み・お問合せ
みよし市環境経済部環境課

TEL 0561-32-8018
E-mail : kankyo@city.aichi-miyoshi.lg.jp

みよし市役所6階会議室

講師／大河内敏博 氏（省エネ診断設計㈱／エネルギー管理士）

▷メールでお申込み　①お名前②受講参加人数と同行者のお名前
③ご所属先（会社・部署）④ご連絡先（電話番号、FAX番号、メールの
いずれか）を記入し、お申込みください。

▷メールでお申込み
①ご希望の会場（豊田・岡崎）②
参加人数、全員のお名前とご所
属先（会社・部署）③代表者のご
連絡先（電話番号、FAX番号、
メールのいずれか）を記入し、
お申込みください。

※件名欄に「1202省エネセミナー」と記載してください。
※参加者多数により、お断りする場合もございます。

主催／西三河首長契約推進協議会（岡崎市、豊田市、みよし市）　　一般社団法人環境創造研究センター

市役所からの お知らせ!!

日時

会場

第1部  無料省エネ相談事業のご紹介
第2部  講演／今、トレンド「SDGs」を知ろう！

講師／原　理史 氏（中部大学中部高等学術研究所）

お気軽に

お申込み
ください

。お気軽に

お申込み
ください

。お気軽に

お申込み
ください

。

「ZEH補助金活用セミナー」事務局
TEL 0564-22-7551
（10：00～17：00 土・日・祝休）

お申込み・お問合せ

zeh@chunichi-adnet.co.jp

省エネ実践セミナー中小企業

※参加証を発行します。
※締切り日／12月5日

（ゼッチ）
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　本年も年末調整の時期が近づいてまいり
ました。つきましては、年末調整等の具体的
な事務手続きなどについて、下記の日程で説
明会を開催しますのでご案内申し上げます。
　なお、ご出席の際には郵送でお届けする
「年末調整のしかた」、「給与所得の源泉徴
収票等の法定調書の作成と提出の手引き」
をご持参願います。

開催日時開催場所 対象者

開催場所開催日 開催時間

11月19日（火）

11月20日（水）

11月20日（水）

10：00～12：00

13：30～15：30

みよし市三好町小坂50

みよし市役所
3階研修室

豊田市小坂町12-100

豊田市民文化会館
（小ホール）

みよし市の方

豊田市の方で住所地
町名の頭文字が

「あ」から「た」の方

豊田市の方で住所地
町名の頭文字が

「ち」から「わ」の方

14：00～16：00

令和元年分の令和元年分の

年末調整等
説明会

●豊田税務署からのご案内

※ご都合の悪い場合は、他の税務署が開催する会場にもご出席いただけます。
※他の税務署が開催する日程等については、国税庁ホームページ名古屋国税局コーナー
　【www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/index.htm】でご確認いただくことができます。

▷年末調整等説明会に関すること　TEL0565-35-7779（源泉所得税担当直通）
▷消費税軽減税率制度説明会に関すること　TEL0565-35-7777（代表）内線2512（法人課税第一部門）

◯消費税軽減税率制度
　説明会のご案内

◎ご不明な点は豊田税務署までお問い合わせください。

11月19日（火）

11月21日（木）

12月 4日（水）

12月 4日（水）

10：00～11：00

14：00～15：00

10：30～11：30

14：00～15：00

みよし市役所　3階研修室

豊田市民文化会館（小ホール）

豊田合同庁舎　5階　共用大会議室

豊田合同庁舎　5階　共用大会議室

（三好町小坂50）

（豊田市小坂町12-100）

（豊田市常盤町1丁目105-3）

（豊田市常盤町1丁目105-3）

　令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が10％
に引き上げられ、同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
　税務署としては、引き続き、軽減税率制度や軽減税率対策補助
金制度の理解を深めていただくために、消費税軽減税率制度説明
会を開催しています。
　どなたでもご参加いただけますので、是非、ご出席ください。

お気軽に

お申込み
ください

。
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部会
女
性

活動
報告

花水木
女性部会の花

シンボルマーク
このマークは、女性部会の
8ブロックの強い絆を
表現しています。

（公社）豊田法人会女性部会

税務研修・サマー講座

　7月に豊田税務署に着任された丸山新次署長のご講話は大変楽しく興
味深く聴かさせて頂きました。
　前任地の静岡のこと聞かせて頂きお人柄を感じました。日本神話に登
場する神、大山祇命（オオヤマツミノミコト）がまつられ、森の氏神様とし
て多くの人々に救われている三島神社。伊邪那岐命（イザナギノミコト）
と伊邪那美命（イザナミノミコト）の間に
生まれた日本神話に登場する神、大山祇命
（オオヤマツミノミコト）。
　三島神社のお話をお聞きし一度是非訪
れてみたいと思うばかりです。消費税軽減
税率についてクイズ形式で解りやすく解
説をまじえ、面白く、難しい税も身近の事
からの学びで興味深いです。モーニング
コーヒーで集い、お茶をしながら、主婦も
楽しくお勉強できそうです。

令和元年6月20日（水）・令和元年8月23日（金）

とよた産業フェスタ2019（呈茶）
令和元年8月24日（土）～25日（日）

■税務研修（6月20日） ■サマー講座（8月23日）
　私達女性部会は、税務研修で税務
署の古賀統括官をお迎えして10月1
日から始まる軽減税率への対応を教
えていただきました。
　以前にも教わってきた思いがしま
す。何回も聞いている内に複雑でわ
かりにくい軽減税率も少しずつ分
かってきたような気がします。
　職種によっては対応が大変な方々
がいらっしゃるかと思います。軽減
コールセンターを活用するといいと
思います。
【専用ダイヤル　☎0120-205-553】

　今年はとよた産業フェスタが8月の開催となり、暑さが心
配されましたが、無事に盛況に終えることができました。
　途中、トヨタ自動車ヴェルブリッツの選手が来場し、お手
伝いしていただくなど、楽しく充実した社会貢献活動をさ
せていただきました。
　ご協力いただいた皆さまに感謝いたします。
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　今年も女性部会主催で社会貢献を目的とした「チャ
リティ呈茶募金」を出展いたしました。
　多くの皆さまにご来場いただきました。来場者には
若い人たちも多く、チャリティ精神だけでなく日本の
文化にふれるよい機会となってくれたらと思います。
　ご来場いただいた皆さま、ご協力いただいた皆さま
に深く感謝いたします。

とよた産業フェスタ2019

チャリティ

呈茶
出展報告

令和元年8月24日（土）～25日（日）
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部会
青
年

青年部会は「税法、経理、経営」の相互
研究や会員相互の啓発・親睦を目的と
しています。次代を担う若手経営者、中
堅幹部社員のみなさん、我々と共に新
しい未来に向けて研鑽しましょう。

活動
報告 新入会員

募集中！
新入会員

募集中！
新入会員

募集中！
●詳しくは法人会事務局まで！

《年会費》3,000円

《会員資格》
豊田法人会員であ
る法人に属した50
歳以下の人

コミュニケーションの本質、ポジティブな言葉の力、成
果を上げるための目標設定、夢とＤｒｅａｍの違いなどラ
グビーの日本代表として世界でご活躍された自身の経
験をもとにご講演いただきました。

講演会開催のご報告
令和元年８月２8日（水）

「個々の能力を引き出す
     マネジメントと組織力」

元ラグビー日本代表 氏講師 今泉　清

青年部会主催

とよた産業フェスタ２０１９に出展した女性部会主催の「チャリ
ティ呈茶募金」のお手伝いをしてまいりました。

社会貢献活動のご報告
令和元年8月24日（土）～２5日（日）

チャリティ呈茶

とよた産業フェスタ2019

女性部会主催
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豊田市コンサートホール・能楽堂

気軽にクラシックコンサートを楽しむこと
ができる「か～るくラシック♪シリーズ」。
平日のお昼を爽やかに彩る１時間のひと
ときをお楽しみ下さい。

華麗なる吹奏楽の響きⅧ

１１：3０ 開演（１1：0０ 開場）

２０１９年１２月２５日（水）
豊田市コンサートホール

▷入場料／５００円
毎回大人気の吹奏楽公演を今年度もお届け
します！
出演するのは最近、市外県外での公演も増
えてきた、かるクラ・ウィンド・オーケストラ。
吹奏楽の醍醐味、迫力溢れる華やかなサウ
ンドをお楽しみ下さい。

●Program プログラム

●Performer出演者

アンダーソン／クリスマス・フェスティバル
　　　　　　   トランペット吹きの休日
ホルスト／吹奏楽のための第１組曲　ほか

井上　京（指揮・お話） かるクラ・ウインド・オーケストラ

▷豊田市コンサートホール・能楽堂事務室 TEL ０５６５－３５－８２００
▷受付時間／９：００～２１：００　▷休館日／月曜日（但し、祝日は開館）
▷インターネット予約／https://www.t-cn.gr.jp/

チケットのお申込み
お問い合わせ

※コンビニ発券ができるようになりました

※4歳からご入場いただけます。
※やむを得ない事情により、出演
者・曲目等が変更になる場合
もあります。

新入会員

募集中！
催し物案内からのお知らせ

～クリスマスコンサート～

Ｊ.シュトラウスⅡ　
喜歌劇「こうもり」より抜粋

１１：30 開演（１1：0０ 開場）

２０２０年１月９日（木）
豊田市コンサートホール

▷入場料／５００円
ニューイヤーを華やかに彩るのは東海地方
で活躍するオペラ歌手たち。
個性的な登場人物が入り乱れるオペレッタ
「こうもり」は、ウィンナ・ワルツでおなじみの
Ｊ．シュトラウスⅡの軽快な音楽が満載です。
物語はハッピーエンドとなりますでしょうか
…？ どうぞお楽しみに！

●
Perform

er～日本語上演～

Ｊ.シュトラウスⅡ 喜歌劇「こうもり」より抜粋

■２０１９年１２月２５日（水）

■２０２０年１月９日（木）
華麗なる吹奏楽の響きⅧ

出
演
者

大久保亮
（アイゼンシュタイン）

奥村育子
（アデーレ）

石原まりあ
（オルロフスキー）

松下伸也
（フランク）

片山博貴
（アルフレード）

重左恵里
（ピアノ）

中村貴志
（企画・構成・ブリント）

つじ村ふみ惠
（ロザリンデ）

塚本伸彦
（ファルケ）
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藤 

岡

ふじおかふじおかふじおか

紅葉紅葉紅葉
まつりまつりまつり
11月22日（金）
　 ～24日（日）

令和元年

夢・彩・発見

猿投グリーンロード

豊田市
藤岡支所

愛知県緑化センター

藤岡コミュニティ広場

石畳ふれあい広場

木瀬八柱神社

下川口大沢池

藤岡ふれあいの館419

矢作川
N

紅葉まつり
会場案内図

◯愛知県緑化センター
◯石畳ふれあい広場
◯木瀬八柱神社
◯下川口大沢池
◯藤岡コミュニティ広場
◯藤岡ふれあいの館

◯紅葉のライトアップ
◯地元特産品販売
◯ジャズコンサート
◯棒の手演技

会　場

イベント等

▶Ｓtar☆tライブ　　　
　23日（土）14：00～14：30
▶ゆるきゃらショー　　
　23日（土）13：00～13：30
　24日（日）12：00～12：30
▶藤岡棒の手演技
　23日（土）11：30～12：30　

〈藤岡観光協会〉
電話0565-76-6108

※詳しくは藤岡観光協会ホームペ
ージ等でご確認ください。

愛知県緑化センターは、県政100年を記念して作られた緑化施設で年間約
60万人以上の来場者があります。施設内には四季が感じられる日本庭園や
広大な芝生広場、バーベキュー場、アスレチック遊具、野鳥の観察路などが
充実しており、さまざまな野外レクリエーションが楽しめます。

※ふじおか紅葉まつりでは、夜の紅葉ライトアップをはじめ、たくさん
のお楽しみイベントが予定されています。ご家族、お友だちとご一緒
にぜひお出かけください。

▷表紙の写真／愛知県緑化センター

木瀬八柱神社愛知県緑化センター

下川口大沢池石畳ふれあい広場

各種イベント

足湯・のど自慢

ジャズコンサート
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藤 井 秀 嘉
支部長

フジイ設備㈱

ふじおか

紅葉
まつり

　令和元年度より藤岡支部長を仰せつかりました藤井秀嘉と申します。支部
長としての経験もまだ浅く、法人会の支部活動もまだ十分には理解できてない
ことも多いですが、藤岡支部の今後の発展のために微力ながらも尽力してまい
ります。会員の皆様方のご協力とご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。
　藤岡地区は、四季折々の自然が豊かなところです。観光スポットもいろいろあ
りますので、是非ご家族、ご友人を誘いあって藤岡へお越し下さい。

支部長ごあいさつ

木瀬八柱神社木瀬八柱神社木瀬八柱神社愛知県緑化センター愛知県緑化センター愛知県緑化センター

下川口大沢池下川口大沢池下川口大沢池石畳ふれあい広場石畳ふれあい広場石畳ふれあい広場

紅葉がライトアップされた神社へ入る参道を、ペットボト
ル灯篭が優しく照らしてくれます。
例年行われるジャズコンサートも人気です。

一年を通してみどころが多く、特にカエデやメタセコイ
ヤが鮮やかに色づく秋の紅葉が有名です。
春には桜とユキヤナギのコントラストも楽しめます。

地域の人々が池のほとりにモミジを植栽してきました。
大沢池湖畔に並ぶ木々が池の川面に映り、ライトアップ
と合わせて幻想的な雰囲気を醸し出します。

石畳ふれあい広場では、足湯につかりながら紅葉をお楽
しみいただけます。他にも各種イベント、地元特産品の
販売などが行われ、人気のスポットです。

ライト
アップ

ライト
アップ

ライト
アップ

ライト
アップ

各種イベント各種イベント各種イベント

足湯・のど自慢足湯・のど自慢足湯・のど自慢

ジャズコンサートジャズコンサートジャズコンサート
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PayB（ペイビー）で
愛知県の県税を納税できるようになりました！

愛知県豊田加茂県税事務所 からのお知らせお知らせお知らせ

ネットが便利
令和２年４月から大法人の電子申告が義務化されます

e-Taxならこんなメリットがあります

いつでも・どこでも・簡単に
スマートフ

ォン
アプリ

注意事項
○領収証書は発行されません
　領収証書が必要な方は、金融機関（ゆうちょ銀行を除
く。）、コンビニエンスストア又は県税事務所の窓口で
納税してください。
○納税証明書はすぐに発行できません
 納税証明書が発行可能となるのは、支払手続が完了し
てから約５日後です。

※車検時期が近い等、納税証明書が至急必要な方は、領
収書が必要な場合と同様に金融機関、コンビニエンス
ストア又は県税事務所の窓口で納税してください。
○「ＰａｙＢ」を利用可能な金融機関に限りがあります。
　利用可能な金融機関は、「ＰａｙＢご利用可能金融機関
（https://payb.jp/list_f.html）」でご確認ください。

ＰａｙＢとは？
スマートフォン、タブレット端末から、納付書に印刷されている「コンビニ収納
用バーコード」をカメラ機能で読み取り、事前に登録した金融機関の口座から
即時に支払いができるスマートフォン決済アプリです。

１．「ＰａｙＢ」で納税できる
　 納税通知書・納付書
「納付番号」「確認番号」が印刷されているも
ので、「コンビニ又はクレジット取扱期限」欄
又は「クレジット取扱期限欄」に印刷された取
扱期限内のもの（ただし、納付書1枚の合計
金額が30万円以下の納税に限ります。）

２．「ＰａｙＢ」による納税で
　 ご準備いただくもの
　　（1）スマートフォン、タブレット端末など
　　（2）納付書
　　(3)ビリングシステム株式会社の
　　　PayBアプリ又は金融機関の
　　　PayBアプリ
　　
３．手続き方法
　　(1)アプリをダウンロード（初回利用時のみ）

※アプリ利用は無料ですが,パケット通信
料は自己負担になります。アプリのダウン
ロードは「ＰａｙＢ」へアクセスしてください。  

(2)個人情報（氏名、生年月日、口座情報な
ど）を登録（初回利用時のみ）

(3)アプリを起動し、スマートフォン等のカ
メラ機能で納付書に印刷された「コン
ビニ収納用バーコード」をスキャンし、
支払情報を確認のうえ支払用パス
コードを入力

(4)支払い完了（アプリで登録した金融機
関の口座から即時引き落としされま
す。）

４．クレジットカードでの納税を
　希望する場合
※「ＰａｙＢ」を利用する場合の支払い方法
は、「口座からの引き落とし」に限ります。
クレジットカードでの納税をご希望の場合
は「愛知県県税クレジットカードお支払い
サイト（https://zei.aichi.jp）」から手続き
をしてください。

ＰａｙＢ 検索
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豊田税務署からのお知らせ
お知らせ

1

3

2

4

e-Tax

国税庁 e-Tax キャラクター
イータ君

※ 財務諸表及び勘定科目内訳明細書は、イメージデータ（PDF形式）での提出はできませんのでご注意ください。

税務署に出向くことなく、インターネットを利用して申告や納税などの各種手続を
することができます。

書面で提出した場合より、還付金を早く受け取ることができます。

申告書、申請書、添付書類をインターネットを利用して提出できるため、ペーパー
レス化につながります。

納税証明書の交付請求手数料が、書面請求の場合より安価です。
（ｅ-Tax：370円　書面：400円）

●法人の方へ

ネットが便利ネットが便利ネットが便利
申告・納税 e-Tax

令和２年４月から大法人の電子申告が義務化されます令和２年４月から大法人の電子申告が義務化されます令和２年４月から大法人の電子申告が義務化されます

e-Taxならこんなメリットがありますe-Taxならこんなメリットがありますe-Taxならこんなメリットがあります

添付書類の提出はe-Taxが便利です

　令和２年４月以後開始する事業年度から、事業年度開始時の資本金の額等が1億円超などの要件に該当
する法人に対し、法人税及び消費税等の申告書について、その添付書類を含め、提出方法が電子申告に義
務化されます（以下「大法人の電子申告義務化」といいます。）。
　なお、大法人の電子申告義務化に伴い、法人税等に係る申告データを円滑に提出できるよう、環境整備
を進めており、平成31年４月からは、以下の点が変更されます。
◯勘定科目内訳明細書の記載内容が簡素化されます。
◯勘定科目内訳明細書、別表のうち明細記載を要する部分（別表6(1)など）についてデータ形式が柔軟化されます。
◯法人番号の入力により、法人番号公表サイトで公表している最新の法人情報を自動的に反映できるようになります。
◯連結納税の承認申請関係書類について、連結子法人となる法人又は連結子法人による提出を不要とします。

また、上記以外の施策も、平成30年４月以降、順次実施しております。
実施状況等は、 e-Taxホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）でご確認ください。

　出資関係図などの一部の添付書類については、イメージデータ（PDF形式）により提出できます。
　さらに、税務・会計ソフトや自社システムで作成した財務諸表及び勘定科目内訳明細書データについても、
国税庁が定めたファイル形式（CSV形式）のデータであれば、ｅ-Taxで受付可能なデータ形式（XBRL形式又は
XML形式）に変換して提出できます。詳細はｅ-Taxホームページでご確認ください。
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豊田税務署からのお知らせ

「国税庁ホームページ」へアクセス

申告書を作成

税務署に行く手間がかかりません！

確定申告期間中は24時間いつでも利用できます！

画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書が作成できます！

利用率

と回答

利用者の感想

プリンタをお持ちでなくても、コンビニエンスストア等のプリントサービス（有料）を利用して印刷できます。

e-Taxで送信して提出

印刷して郵送等で税務署へ提出することもできます！

用意するものは、次の２つ！

（見本）
ID・パスワード方式に対応した

ID・パスワード↓

（注）・ID・パスワード方式は暫定的な対応です。
お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。

・メッセージボックスの閲覧には、マイナンバーカード等が必要です。

マイナンバーカードを使って送信 IDとパスワードで送信

② ICカードリーダライタ 又は
マイナンバーカード対応のスマートフォン

ID・PW
が目印

（注）確定申告期間以外の利用可能時間やメンテナンスによりご利用いただけない
時間帯については、e-Tax ホームページでご確認ください。

① マイナンバーカード

一部の端末のみ

１
STEP

（注）マイナンバーカード対応のスマートフォンの機種については、
17ページをご参照ください。

・｢ID・パスワード方式の届出完了通知｣の発行を希望される
場合は、申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書類を
お持ちの上、お近くの税務署にお越しください。

・確定申告会場で、既にID・パスワード方式の届出を提出さ
れた方は、申告書の控えと一緒に保管されている場合があ
りますので、ご確認ください。

又は

取得方法は
17ページを見てね！

2
STEP

3
STEP

確定申告書等作成コーナーの

確定申告書等作成コーナーの

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効
性別 女

□□市長

確定申告
もう手書きにはもどれない…

パソコン ・ スマホから

96% の方が役立つ

2人に1人以上が利用

96% の方が役立つ

2人に1人以上が利用
令和２年１月から、２か所以上の給与所得が
ある方、年金収入や副業等の雑所得がある方
など、スマホ専用画面をご利用いただける方
の範囲が広がります。

「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード対応のスマート
フォン」をお持ちの方は、e-Taxで送信できます。
また、マイナンバーカード対応のスマートフォン等をお持ちでな
い方も、「ID・パスワード方式の届出完了通知」（16ページ参照）に記載
されたID・パスワードがあれば、e-Taxで送信できます。

（注）・タブレット端末からもご利用いただけます。
・e-Taxをご利用できない方は、作成した確定申告書を印刷し、税務署に郵送等で提出できます。

申告書の作成
はこちらから！

確定申告書等作成コーナーの操作に関するご不明な点や困ったことなど、お問い合わせの
多い質問を確定申告書等作成コーナー内の「よくある質問」に掲載しています。

よくある質問をご覧頂いても解決しない場合は、電話でお問い合わせすることができます。
※ お問い合わせ先は、確定申告書等作成コーナーの「お問い合わせ」画面をご覧ください。

e-Taxで手続完結

操作が分からない場合は「よくある質問」へ

（注）国税に関するご相談・ご質問は、国税庁ホームページの「タックスアンサー」に、税に関してのよくある質問を掲載していますのでご覧ください。
また、「タックスアンサー」をご覧頂いても解決しない場合は、最寄りの税務署へお問い合せください。

スマホによる申請
はこちらから！

マイナンバーカードでできることって？

対象端末の一覧
はこちらから！

開発中の画面ですので、実際の画面
と異なる場合があります。

マイナンバーカードを利用するなどして、e-Taxで提出すれば本人確認書類の提示又は写
しの添付が不要です。その他、マイナンバーカードで本人認証すれば、e-Taxのメッセー
ジボックスから申告した内容や税務署からのお知らせなどを確認できます。

マイナンバーカードの取得方法
郵便・パソコン・スマートフォンなどから申請でき、無料で取得できます。
詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

スマホで見やすい専用画面

スマホ×確定申告

進化するスマート申告！
～ ネクストステージ ～
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豊田税務署からのお知らせ

「国税庁ホームページ」へアクセス

申告書を作成

税務署に行く手間がかかりません！

確定申告期間中は24時間いつでも利用できます！
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印刷して郵送等で税務署へ提出することもできます！

用意するものは、次の２つ！

（見本）
ID・パスワード方式に対応した

ID・パスワード↓

（注）・ID・パスワード方式は暫定的な対応です。
お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。

・メッセージボックスの閲覧には、マイナンバーカード等が必要です。

マイナンバーカードを使って送信 IDとパスワードで送信

② ICカードリーダライタ 又は
マイナンバーカード対応のスマートフォン

ID・PW
が目印

（注）確定申告期間以外の利用可能時間やメンテナンスによりご利用いただけない
時間帯については、e-Tax ホームページでご確認ください。

① マイナンバーカード

一部の端末のみ

１
STEP

（注）マイナンバーカード対応のスマートフォンの機種については、
17ページをご参照ください。

・｢ID・パスワード方式の届出完了通知｣の発行を希望される
場合は、申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書類を
お持ちの上、お近くの税務署にお越しください。

・確定申告会場で、既にID・パスワード方式の届出を提出さ
れた方は、申告書の控えと一緒に保管されている場合があ
りますので、ご確認ください。

又は

取得方法は
17ページを見てね！

2
STEP

3
STEP

確定申告書等作成コーナーの

確定申告書等作成コーナーの

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効
性別 女

□□市長

確定申告
もう手書きにはもどれない…

パソコン ・ スマホから

96% の方が役立つ

2人に1人以上が利用

96% の方が役立つ

2人に1人以上が利用
令和２年１月から、２か所以上の給与所得が
ある方、年金収入や副業等の雑所得がある方
など、スマホ専用画面をご利用いただける方
の範囲が広がります。

「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード対応のスマート
フォン」をお持ちの方は、e-Taxで送信できます。
また、マイナンバーカード対応のスマートフォン等をお持ちでな
い方も、「ID・パスワード方式の届出完了通知」（16ページ参照）に記載
されたID・パスワードがあれば、e-Taxで送信できます。

（注）・タブレット端末からもご利用いただけます。
・e-Taxをご利用できない方は、作成した確定申告書を印刷し、税務署に郵送等で提出できます。

申告書の作成
はこちらから！

確定申告書等作成コーナーの操作に関するご不明な点や困ったことなど、お問い合わせの
多い質問を確定申告書等作成コーナー内の「よくある質問」に掲載しています。

よくある質問をご覧頂いても解決しない場合は、電話でお問い合わせすることができます。
※ お問い合わせ先は、確定申告書等作成コーナーの「お問い合わせ」画面をご覧ください。

e-Taxで手続完結

操作が分からない場合は「よくある質問」へ

（注）国税に関するご相談・ご質問は、国税庁ホームページの「タックスアンサー」に、税に関してのよくある質問を掲載していますのでご覧ください。
また、「タックスアンサー」をご覧頂いても解決しない場合は、最寄りの税務署へお問い合せください。

スマホによる申請
はこちらから！

マイナンバーカードでできることって？

対象端末の一覧
はこちらから！

開発中の画面ですので、実際の画面
と異なる場合があります。

マイナンバーカードを利用するなどして、e-Taxで提出すれば本人確認書類の提示又は写
しの添付が不要です。その他、マイナンバーカードで本人認証すれば、e-Taxのメッセー
ジボックスから申告した内容や税務署からのお知らせなどを確認できます。

マイナンバーカードの取得方法
郵便・パソコン・スマートフォンなどから申請でき、無料で取得できます。
詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

スマホで見やすい専用画面

スマホ×確定申告

進化するスマート申告！
～ ネクストステージ ～



18

豊田
法人会
だより
No.136

国税の納付は、簡単・便利な
ダイレクト納付をご利用ください

（公社）豊田法人会 0565-33-1314☎ 
ホームページ  http://www.toyotahojinkai.or.jp/

企業の皆様
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国税の納付は、簡単・便利な
ダイレクト納付をご利用ください

法人会 自主点検チェックシートを
活用していますか？

（記入例）

２． また、「法人事業概況説明書」 〈裏面〉17．「加
入組合等の状況」の欄には、法人会の会員
である旨および法人会での役職名を記入す
ることができます。

 

況
状
の
等
合
組
入
加

（役職名）

法人会の会員であることを
ご記入ください。

自主点検チェックシートを活用した場合には、「法人事業概況説明書」に
（法人会 自主点検チェックシート）と記入することができます。

１． 平成 30年４月１日以後終了事業年度分より「法人
事業概況説明書」の様式が改訂され、〈表面〉に８．（５）
「社内監査」欄が新たに設けられました。

「社内監査」欄には、
各種チェックシート
等を活用した社内監
査実施の有無を記入
します。

⑸

査
監
内
社 実施の有無 有 無
（　 　）

「法人会 自主点検チェックシート」を活用し、
社内点検を実施した場合には、右記のように
記入してください。

※上記「１」「２」ともe-taxを利用した場合でも入力することができます。

法人会　自主点検チェックシート

豊田法人会会員
法人会役職名をご記入ください

企業の皆様企業の皆様企業の皆様



11月

12月

20

20

21

21

22

22

22

26

27

29

29

29

3

10

10

12

12

19

20

25

6

9

10

15

15

17

21

22

22

24

28

31

3

7

12

13

14

水

水

木

木

金

金

金

火

水

金

金

金

火

火

火

木

木

木

金

水

月

木

金

水

水

金

火

水

水

金

火

金

月

金

水

木

金

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

14:00

18:00

14:00

10:45

11:15

14:00

14:00

14:30

15:45

17:00

14：30

16:00

17:00

14:00

15:00

10:30

10：00

10:00

14:00

14:00

14:00

14:00

15:00

14:00

11:00

16:00

17:15

14:00

10:00

16:00

14:00

14:00

12:00

14:00

12:00

広報委員会兼編集会議（第５回）

上郷支部・税務研修会＆講演会

女連協・情報交換会

生活習慣病予防健診

生活習慣病予防健診

厚生委員会（第３回）

福利厚生制度推進連絡協議会

法人税セミナー上級（第３回）

業種別（自動車部会）税務研修会 豊田鉃工＆大豊工業

青年部会・正副部会長会議

青年部会・税務署長を囲む会

青年部会・懇談会（情報交換会）

愛知県法人会・運営研究会

女性部会・役員税務研修会

女性部会・懇談会

組織委員会兼支部長会議（第４回）

正副支部長会議（第２回）

広報委員会兼会報編集会議（第６回）

愛知県内事務局役職員研修・懇談会

高岡支部・税務研修会

総務委員会（第４回）

決算期別説明会(12・1・2月）

法人税セミナー初級（第４回）

正副会長会議（第２回）

常任理事会（第２回）

税務会計講座（第４回）

女性部会・新春講演会

理事会（第３回）

理事会・懇談会

法人税セミナー上級（第４回）

愛知県内事務局研修

県連・第２５回理事会、理事・委員合同賀詞交歓会

県連・専務理事等会議

法人税セミナー初級（第５回）

県連・厚生委員会・厚生制度推進連絡協議会

税務会計講座（第５回）

県連・事業委員会

豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401

上郷コミュニティセンター ふれあいホール

ホテルキャッスルプラザ

西部コミュニティセンター

高橋コミュニティセンター

豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401

豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401

豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204

豊田商工会議所会館　2Ｆ　多目的201・202・203

豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204

豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204

キッチンこば軒

キャッスルプラザ

ホテルトヨタキャッスル　山吹の間

ホテルトヨタキャッスル　山吹の間

豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401

豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室403

豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401

大同生命ビル　２Ｆ・ノリタケの森

高岡農村環境改善センター　1F　第1研修室

豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401

豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204

豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204

豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室401

豊田商工会議所会館　４Ｆ　会議室403

豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204

ホテルトヨタキャッスル　山吹の間・華の間 中東

ホテルトヨタキャッスル　華の間　中東

ホテルトヨタキャッスル　華の間　西

豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204

大同生命ビル　２Ｆ

名鉄ニューグランドホテル

大同生命ビル　２Ｆ・キャッスルプラザ

豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的204

大同生命ビル　２Ｆ

豊田商工会議所会館　２Ｆ　多目的203

大同生命ビル　２Ｆ

日　　時 行　　事  （会　議） 開催場所

1月

2月

20

豊田
法人会
だより
No.136

行事予定 令和元年11月～令和2年2月



（株）清水産業　豊田営業所

（有）花彩人

（株）ＳＤＳ

（株）タイト工業

井高建築（株）

（株）ＨｉＬＯ

（株）アウトソーシングテクノロジー豊田支店

（合同）ひふみ

（株）テクノプラス

ヤスダ・電機（株）

（株）シンケイ

Ｉ．Ｃ．Ｃ（株）

東海窯業原料（株）　豊田支店

（株）豊通テック

（有）ワンプラスワン　本社倉庫

シーコム（株）　名古屋事業部

（株）ＮＴサービス

（株）夢たまご

河﨑発條（株）

紹介新会員 令和元年6月～令和元年10月

豊田中

豊田中

七州

七州

七州

七州

豊南

豊南

豊南

猿投

猿投

猿投

猿投

高岡

高岡

藤岡

みよし

みよし

みよし

キリトリ

令和　 　 　 年 　 　 　 月 　 　 　 日

令和　　 年　　 月　　 日

会員名

登記事項等異動連絡票

異動事項

所 在 地

法 人 名

代 表 名

電話番号

FAX  No.
資 本 金

業 種 目
決 算 期

そ の 他

変　　更　　前 変　　更　　後

公益社団法人
豊田法人会 宛

異動日

〒　　　─ 〒　　　─

フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ

万円 万円

月期 月期

※該当事項をご記入のうえ、豊田法人会事務局までご連絡願います。
（公社）豊田法人会  事務局／豊田市小坂本町1-25　豊田商工会議所会館 4F 受付

Tel : 0565－33－1314   Fax : 0565－33－6230

役職（　　　　　　　　　　　　　　） 役職（　　　　　　　　　　　　　　）



豊田法人会
公益社団法人

〒471－0034 愛知県豊田市小坂本町１丁目25番地
（豊田商工会議所会館 4F）
Tel : 0565－33－1314   Fax : 0565－33－6230
E-mail  main@toyotahojinkai.or.jp

http://www.toyotahojinkai.or.jp
発行日／令和元年11月15日

ふじおか

紅葉
まつり

〈会社をお守りするトータル保障プラン〉

三河支社豊田営業所/

TEL 0565-34-0200

名古屋プロチャネル営業部/

TEL 052-857-1400


